
 

 

 

議案第３２号 

 

北九州市手数料条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、

引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していくため、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５

年法律第１４５号。以下、「医薬品医療機器等法」と言う。）」が一部改正される

ことに伴い、手数料条例に引用する規定の条項ずれが生じたため、手数料条例を一

部改正するもの。 

また、手数料条例の別表（３２）において、「医薬品医療機器等法施行令」から

引用している薬局製造販売医薬品の定義が、「医薬品医療機器等法」に規定される

こととなったため、薬局製造販売医薬品の定義の引用元を同法に改め、別表（３２）

で定めている同法施行令の略称定義について、（３３）の７の４で定めるよう改め

るもの。 

２ 改正の内容 

（１）引用元の条項ずれ  別表（３３）の５ 

【現 行】 法第１４条第１５項 

【改正後】  法第１４条第１３項 

 

（２）薬局製造販売医薬品の定義の引用元  別表（３２）及び（３３）の７の４ 

   【現 行】 別表（３２）にて、医薬品医療機器等法施行令から引用し、 

同法施行令の略称を定義 

【改正後】 別表（３２）にて、医薬品医療機器等法から引用し、 

同法施行令の略称は、別表（３３）の７の４にて定義 

 

３ 施行期日 

（１）令和８年５月１日 

（２）公布の日      ※当該法改正は令和７年１１月２０日で施行済 
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北九州市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

（１）子ども・子育て支援納付金制度に関する事項の追加 

（第１０条の２、第１０条の３、第１４条の１６から第１４条の２０、第１８条、第２

０条の３から第２０条の５） 

「国民健康保険法第８１条（条例又は規約への委任）」により、賦課額、保

険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、「国

民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）」

で定める基準に従って条例又は規約で定めることになっている。 

このたび、子ども・子育て支援納付金制度の創設に関する「子ども・子育て

支援法の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）」と、同制度に対応す

る「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和８年政令第２号。以下

「改正政令」という。）」が公布されたことに伴い、本市においても、改正政

令の基準に従い、「北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５

３号）」の関係規定の改正を行うもの。 

（２）国民健康保険料(医療分)の賦課限度額の引き上げ（第１３条・第２０条の４関係） 

国民健康保険料の賦課限度額については、国において、被用者保険とのバラ

ンスを考慮し、限度額を超える世帯の割合を被用者保険と同等の１．５％に近

づけるよう、政令の改正による限度額の引き上げを行ってきている。 

今般、改正政令により、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げが講じられ

たため、本市においても、保険料負担の公平性の確保及び中低所得者層の保険

料負担の軽減についての措置として、改正政令のとおり条例の関係規定を改正

するもの。 

 

（３）国民健康保険料の軽減対象世帯の拡充（第２０条関係） 

低所得者の負担を軽減する措置については、経済動向等を踏まえ、政令の改

正による軽減対象世帯の拡充を行ってきている。 

今般、改正政令により、国民健康保険料の軽減対象世帯の拡充が講じられた

ため、本市においても、低所得者層の保険料負担の軽減措置として、改正政令

のとおり条例の関係規定を改正するもの。 

（４）規定の整備等（第１１条、第１１条の２、第１４条の３、第１４条の２０、第１

４条の１２、第１４条の１７、第１４条の１８関係） 

標準システム移行による処理方法の変更に伴う改正、改正政令に合わせた表現

の修正など、所要の規定整備等を行うもの。 

２ 改正内容 

（１）ア 子ども・子育て支援納付金制度の創設に伴う新設 

（第１４条の１６から第１４条の２０・第２０条の５）

子ども・子育て支援納付金にかかる賦課総額、賦課額、所得割額の算定、

議案第３６号 
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賦課限度額（３万円）、賦課料率及び１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額の規定を新設する。 

イ 子ども・子育て支援納付金制度の新設に伴う改正 

  （第１０条の２・第１０条の３・第１８条・第２０条の３・第２０条の４関係）

（ア）保険料賦課額の定義関係 

第１０条の２を「子ども・子育て支援納付金賦課額」を加えた４号建てと

する。 

（イ）基礎賦課総額の定義関係 

第１０条の３に、子ども・子育て支援納付金に関する規定を追加する。 

（ウ）賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等が 

あった場合の定義関係

第１８条に、子ども・子育て支援納付金に関する規定を追加する。 

 （エ）未就学児の被保険者均等割額の減額の定義関係 

第２０条の３に、子ども・子育て支援納付金に関する規定を追加する。 

（オ）出産被保険者の保険料の減額の定義関係 

第２０条の４に、子ども・子育て支援納付金に関する規定を追加する。 

（２）国民健康保険料の賦課限度額の引上げ（医療分）及び新設（子ども分） 

（第１３条・第１４条の１９・第２０条の４関係） 

医療分 

（第１３条） 
６６万円 →  ６７万円（＋１万円） 

後期高齢者支援金分 

（第１４条の９） 
２６万円 →  ２６万円（据え置き） 

介護分 

（第１４条の１４） 
１７万円 →  １７万円（据え置き） 

子ども分 

（第１４条の２０） 
     →   ３万円（ 新設 ） 

合計 

（医療＋後期＋介護＋子ども） 
１０９万円 → １１３万円（＋４万円） 

（３）国民健康保険料の軽減対象世帯の拡充（第２０条関係） 

現行の軽減制度のうち、５割軽減及び２割軽減に係る前年所得基準の算定方

法を下記のとおり改める。 

条例 
軽減 

割合 

現行 改正後 

軽減の基準（前年中所得） 軽減の基準（前年中所得） 

第 20 条 

第 1 項 
５割 

世帯主及び世帯に属する被

保険者の所得の合計が、４

３万円＋（給与所得者等の

数－１）×１０万円＋（３

０万５千円×加入者数）以

下 

世帯主及び世帯に属する被

保険者の所得の合計が、４

３万円＋（給与所得者等の

数－１）×１０万円＋（３

１万円×加入者数）以下 
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第 20 条 

第 2 項 
２割 

世帯主及び世帯に属する被

保険者の所得の合計が、４

３万円＋（給与所得者等の

数－１）×１０万円＋（５

６万円×加入者数）以下 

世帯主及び世帯に属する被

保険者の所得の合計が、４

３万円＋（給与所得者等の

数－１）×１０万円＋（５

７万円×加入者数）以下 

（４）基礎賦課額の所得割額の算定等及び後期高齢者支援金等賦課額の料率の定

義関係 （第１１条、第１１条の２、第１４条の３、第１４条の１0、第１４条の１２、

第１４条の１７、第１４条の１８関係） 

標準システム移行に伴う端数処理方法の変更により、切り捨てる端数金額を

「１０円未満」から「１円未満」に改めるほか、改正政令に合わせた表現の修

正を行う。 

３ 施行期日 

令和８年４月１日  ※改正政令の施行期日と同日 

４ 経過措置 

（１）子ども・子育て支援納付金制度による新設及び新設に伴う改正 

改正後の第１０条の２、第１０条の３、第１４条の１６から第１４条の２０、

第１８条及び第２０条の３から第２０条の５までの規定は、令和８年度以後の

年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

（２）国民健康保険料(医療分)の賦課限度額の引き上げ（第１３条・第２０条の４） 

及び軽減対象世帯の拡充（第２０条関係）

改正後の第１３条、第２０条及び第２０条の４の規定は、令和８年度以後の

年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

５ 議案提出議会 

令和８年２月議会 
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議案第６５号 

 

北九州市介護保険条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

令和７年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が現行の５５万円から６５万円に

１０万円引き上げられた。 

この見直しを受け、第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）において、保険者の想定し

ない保険料収入不足を防ぐ観点から、「介護保険法施行令」の一部改正が行われ、その改正に伴

い関係規定を整備するもの。 

 

２ 改正内容 

 ・付則の新設 

  （１）合計所得金額の算定（付則第15項から第17項新設） 

     給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満である第１号被保険者について、

令和７年度税制改正前の給与所得控除の算定方法を用いた合計所得金額となるよう改

正を行うもの。 

 

  （２）市町村民税の課税・非課税の判定（付則第18項及び第19項新設） 

第1号被保険者及び世帯員の市町村民税の課税・非課税の判定を行う際に、令和７年

度税制改正前の給与所得控除の算定方法を用いるよう改正を行うもの。 

 

・これらの改正は、令和８年度限りの特例措置とする。 

 

３ 施行期日      

令和８年４月１日 
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議案第４９号 

 

地方独立行政法人北九州市立病院機構の出資等に係る不要財産の納付の認可について 

 
１ 提案理由 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構が行う出資等に係る不要財産の納付について認可するに

当たり、地方独立行政法人法第４２条の２第５項の規定により、この案を提出する。 

 

２ 内容 

 令和７年６月２６日付北九病機総第１５号をもって申請のあった地方独立行政法人北九州市立

病院機構の出資等に係る不要財産の納付については、申請のとおり認可する。 
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議案第５０号 

 

地方独立行政法人北九州市立病院機構定款の一部変更について 

 
１ 提案理由 

 不要財産の納付に伴い、地方独立行政法人北九州市立病院機構定款の一部を変更する必要があ

るので、地方独立行政法人法第８条第２項本文の規定により、この案を提出する。 

  

２ 内容 

地方独立行政法人北九州市立病院機構定款の一部を次のように変更する。 

別表の１ 土地の表の北九州市八幡東区西本町四丁目５１番１の項を削る。 

別表の２ 建物の表の北九州市立八幡病院の項中 

「 

                                

 

 

 

 を 

           

 

 

 

 

」 

 

「 

 

 に 

 

」 

改める。 

 

３ 施行期日      
総務大臣の認可を受け、かつ、当該認可に係る財産を北九州市に納付した日から施行する。 

 

管理棟 北九州市八幡東区尾倉二

丁目１番地１０ 

２，５８９．２４の

うち持分１００分の

４１．５３ 

旧八幡病院北棟 北九州市八幡東区西本町

四丁目５１番地１ 

１，１１３.０５ 

旧救急ワークステーシ

ョン 

北九州市八幡東区西本町

四丁目５１番地１ 

１９７．３５ 

立体駐車場 北九州市八幡東区西本町

四丁目５１番地１ 

５，４５３.２５ 

管理棟 北九州市八幡東区尾倉二

丁目１番地１０ 

２，５８９．２４の

うち持分１００分の

４１．５３ 

-45-


